
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大蔵泰三氏の遺言書の場合、近いうちに配偶者の相続が発生すると、相続税総額１５，４７５万円になります。一方、配偶者の

相続財産取得割合を１０％にとどめると、相続税総額は１３，６３９万円になります。税負担差額は１，８３６万円になります。 

 

 

 

父（仮名：大蔵泰三）は、生前に遺言書を作成する際に、妻（仮名：大蔵洋子）に法定相続分（２分の１）に相当する

遺産を相続させる遺言を作成しました。父の気持ちは十分に分かるのですが、遺言書作成時に気をつけたい税金の問題

があれば教えてください。父の相続時に伴う前提条件は次の通りです。 

 

令和元年９月12日 円満な相続・贈与のために 
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【前提条件】 

被相続人   父     相続人  母・長男・長女 

父の遺産５億円 

その他 母の固有財産は１億円とする 

ポイント 配偶者の税額軽減制度の概要 

配偶者が相続した遺産のうち、課税対象となるものの額が、①１億６，０００万円未満、または②１億６，０００万円以上の場合で

も、配偶者の法定相続分までならば相続税が課税されません。 

 

 

 
父 

 
母 

長男 長女 

遺言書を作成する場合、誰にどれだけの財産を相続させるかによって、相続税の負担は大きく変わります。 

第一次相続（被相続人：大蔵泰三）及び第二次相続（被相続人：大蔵洋子）の相続税を通算して相続割合を判定することが

大事になります。相続により財産を取得した者が被相続人の配偶者であるときは、一定の要件のもとにその配偶者の相続税は

軽減されます。第一次相続に続いて、第二次相続が発生しそうな場合、配偶者が第一次相続において、いくら遺産を相続すれ

ば有利かについては、第一次相続及び第二次相続税を通算して判定する必要があります。 

 

遺言書は、生前にご自身の想いを実現する一つの方法ですが、 
その想いの中に、税金の事も含めて、作成しましょう。 

遺産分割シュミレーション 

今回の遺言書の

場合の税負担額 

 

 

税負担が最小

になる分割案 

第一次相続 第ニ次相続 


